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「子ども ,子育て新システム検討会議」について

1 趣旨

「明日の安′いと成長のための緊急経済対策」(平成 21年 12月 8日 閣議決定)

に基づき、幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的 ロー元的な
システムの構築について検討を行うため、「子ども口子育て新システム検討会議」
(以下、「会議」という。)を開催する。               .

2 構成員

会議の構成員は、以下のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認め
るときは、構成員を追加し、又は関係者に出席を求めることができる。

(共同議長)内閣府特命担当大臣 (行政刷新)・ 国家戦略担当大臣

内閣府特命担当大臣 (少子化対策 )

(構成員) 総務大臣           _
財務大臣

:   文部科学大臣

厚生労働大臣

経済産業大臣

その他、必要に応じて議長が指名する者

3 作業グループ

会議の下に「作業グループ」を設置する。作業グル■プの構成員は、会議
の構成員たる府省の副大臣又は政務官及び必要に応じて議長が指名する者と
する。

4 スケジュール

平成 22年 6月 を目途に基本的な方向を固め、少子化社会対策会議、行政刷
新会議及び成長戦略策定会議に報告する。

5 庶務

,会議の庶務は、厚生労働省、文部科学省その他の関係行政機関の協力を得
て、内閣府において処理する。

ヽ
―
―
ノ

日

定

９

決

２

議

月

会

１

策年
鋼

２２
蹴

成
刊

平
少

ｒ
ｌ
ｌ
ｔ

… 1-



子ども L子育て新システム検討会議体制図

「子 ども 口子育て新システム検討会議事務局」

(事務局長)泉 健太  内閣府大臣政務官 (少子化対策)

その他、事務局長代理、事務局次長、事務局員

「子ども・子育て新システム検討会議」

(共同議長)仙谷 由人  国家戦略担当大臣

福島 みずほ 内閣府特命担当大臣 (少子化対策)

枝野 幸男  内閣府特命担当大臣 (行政昂1新 )

(構成員) 原ロ ー博  総務大臣

菅 直人   財務大臣

川端 達夫  文部科学大臣

長妻 昭   厚生労働大臣

直嶋 正行  経済産業大臣

松井 孝治  内閣官房副長官 (参・政務)

「作業グループ」

(主 査)泉 健太  内閣府大臣政務官 (少子化対策)

(構成員)Jヽ J:1 淳也 総務大臣政務官            :
大串 博志 財務木臣政務官        ,
高井 美穂 文部科学大臣政務官

山井 和貝1 厚生労働大臣政務官

近藤 洋介 経済産業大臣政務官     .
(津村 啓介 内閣府大臣政務官 (国家戦略担当))
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` 1第 1回 子ども口子育て新システム検討会議 議事次第 1/1ページ

1鼈 普:ザ
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襲 1義 奉サイ■マップ

少孟但社会対祉 ゾ∠〉〉もっと詳しく知りたい〉〉「子ども。子育て新システム検討会議』⊇ 壼二〉〉第1回 子ども・子育て新
システム検討会議

第1回 子ども日子育て新システム検討会議

平成22年 4月 27日 (木 )19:15～ 1945

内閣府本府3階特別会議室

議事次第

1.開会 ■

2.子ども・子育て新システムの基本的方向(案)について

3.意見交換

4.閉会

配布資料

資料1_延Li孟育【新ン盪 AO基本的方向_(案 )_[PDF269KB]

資料2作業グループ(ヒアリング)の開催状況・ヒアリングの概要 [PDR322KB]

参考資料   ―`

参考資料1次世代育成支援の構築に向けた検討経緯 [1-4 PD「 248KB][2-4 PDR326KB]ヒ 量

Ptti螢2KBl[44Ш迎 4KBI

参考資料2子ども・子育て新システム検討会議について [PDR66KB]

▲ このページの上ヘ

少子化社会対策トップ〉〉もっと譴しく知りたし、〉〉「子ども・子育て新システム検討会議」について〉〉第1回 子ども。子育て新
システム検討会議
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平成22年 4月 27日

子ども=子育て新システム検討会議

子ども・子育て新システムの基本的方向

【目的】
子ども・子育て新システムでは、以下のような社会を実現
◆ すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会
◆ 出産・子育て,就労の希望がかなう社会

◆ 仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会
◆ 新しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力ある社会

【方針】

以下の方針のもとに、制度を構築  ｀

◆ 子ども日子育てを社会全体で支援

◆ 利用者 (子どもと子育て家庭)本位を基本とし、すべての子ども日子育て家庭に

必要な良質のサニビスを提供

◆ 地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現
◆ 政府の推進体制の一元化

卜【新システムとは】 r
以下のような新システムを実現
◆ 政府の推進体制日財源の一元化

◆ 社会全体(国 口地方・事業主口個人)による費用負担

◆ 基礎自治体(市町村)の重視

◆ 幼稚園・保育所の一体化

◆ 多様な保育サービスの提供

◆ ワーク・ライフロバランスの実現
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システムにより実現されるも

0幼 保T体化による幼児教育・保育の―体的提供
・ すべての子どもに質の高い幼児教育・保育を保障するため、幼稚園教育要領と保育所

保育指針を統合し、小学校学習指導要領との整合性。一貫性を確保した新たな指針 (こ

ども指針 (仮称))‐ を創設
0幼 稚園・保育所の垣根を取 り払い (保育に欠ける要件の撤廃等)、 新たな指針に基づ

き、幼児教育と保育をともに提供するこども園 (仮称)に一体化
・ 新システムの下で幼児教育・保育を一体化した「幼保一体給付 (仮称)」 を創設

0仕 事と生活の両立支援と子どものための多様なサービスの提供
・ 妊娠～育児休業～保育～放課後対策の切れ日のないサ∵ビスを保障
→ 育児休業の給付と保育を一元的に制度から保障し、育児休業明けの円滑な保育サー

ビス利用を保障
/→ 多様な働き方、ニーズに応じt多様なサービスを独立した給付類型として創設 (※ )

→ 「小二の壁」に対応し、保育サービス利用者が就学後の放課後対策に円滑に移行で

きるよう、放課後対策の抜本的拡充、小四以降も放課後対策が必要な子どもに、サ‐

ビスを提供

※ 多様な給付メニュー :家庭的保育、小規模サービス、短時間利用者向けサービス、
早朝・夜間等保育サ∵ビスt事業所内保育サービスなど

0待 機児童の解消 (集中的整備や多様な提供主体の参入等 )

0保育所を始めとして、多様な給付メニユーを集中的に整備 (子 ども・子育てビジョン
の目標達成 )

・ 非正規労働者、自営業者、求職者 にも両立支援 としての給付を確実に保障し、利用者
が選択できる給付を保障       '
→ 親の就労状況に応 じた公的保育サービスの保障
→ 市町村の関与の下、利用者 と事業者の公的保育契約
→ 一定の利用者負担の下、利用者に対 し、必要な費用を保障         `
→ 必要な給付の保障責務や利用者の支援など、市町村の責務の明確化

・ イコ‐ルフッティングによる多様な事業者の参入促進
→ 給付類型ごとに客観的基準を設定し、当該基準を満たせば多様な事業主体の参入を

可能とする指定制度の導入                1
→ 施設整備費 (初期投資費用)の在り方、運営費の使途範囲、配当、会計基準につい

ての一定のルール化
・ 施設型保育だけでなく、地域におけるNPO等による家庭的保育、小規模サービス等の

取組支援の拡充
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つの視点からの制度

【子ども子育てを社会全体で支援する冒元的な制度の構築】
・ 事業ごとに制度設計や財源構成が様々に分かれている子ども・子育て支援対策を、

新しい制度 (システム)の下に再編成。
お これにより、制度・財源・給付の一元化を実現しく社会全体で子ども。子育てを

支える体制を実現

0基 礎自治体による自由な給付設計
0 子ども子育て支援に関する権限と財源は原則市町村 (基礎自治体)ヘ
・ 新システムの下で、現金給付・現物給付の組合せ (配分)や給付メニュニの設定 (選

択)な ど、市町村が自由度を持つて地域の実情に応じた給付を設計できることを保障

O子 ども・子育て基金(仮称ン特別会計の創設による負担金 口補助金の包括的な

交付
0市町村が自由度を持って必要な給付を行うことができるよう、新システムに関するす
べての子ども子育て関連の国庫補助負担金、労使拠出等からなる財源を子ども・子育て

基金(仮称)/特別会計に一本化し、そこから市町村に対し包括的に交付
→ 地方の財源とあわせて、市町村が地域の実情に応じ、主体的に決定できる給付を実

施

0社 会全体 (国口地方・事業主・個人)による費用負担
0 社会全体で支えるという理念に基づき、国・地方・事業主 0.個人がそれぞれ費用を

負担

0新 システム実施体制の一元化
・ 子ども家庭省 (仮称)の創設

23年通常国会に法案を提出、25年度の施行を目指す

恒久財源を確保しながら25年度の本格施行に向けて段階的に実施

成長戦略策定会議等との連携

地域主権戦略会議や国と地方の協議の場等を通じ、地方の意見を反映

■

※

※

※
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1「1度 計のイメージ

市町村
一般会計

(地域の実情に応 じ、地域の裁量で配分 )

現物給付

幼保一体化  |:  1林議律写享クラブ

(幼保一体給付 (仮称

') 1属

備l曹晃素育
|      |           :など

<財源の一元

↓′

ｌ
司
―

現金給付

両
立
支
援
・

幼
児
教
育

給
付

２
階
）

基
礎
給
付

・
　

↑
階
）

地域子育て支援

乳児家庭全戸訪間
養育支援訪間 市町村独 自給付
地域子育て支援拠点 等

子ども手:当

― 艤 覇 ム、し

など



児童・家庭関係支出額
(平成22年度予算ベースの粗い推計)

未定稿 |

卜
∞
ｌ

現物給付 現金給付

両
立
支
援
・幼
児
教
育
給
付
等

２
階
）

口認可保育所等
・放課後児童クラブ
ロ病児・病後児保育、休日、延長等
口就学前教育

10,700億 円

700億円
1,000億円

3,600億 円

等

計  16,100億 円

口育児休業給付 3,6001憲円
等

計  4,300億 円

基
礎
的
給
付
等

（１
階
）

・地域子育て支援拠点

=一時預かり
・社会的養護

700億円の内数
700億円の内数

1,700億円

等

計  5,000億 円

・子ども手当(児童手当2月 分を含む)24,200億 円
1 等

計  351500億円

計 21,100億円 39,800億円

総合計  60,900億円



子ども・子育て新システム構築と成長戦略

利用者 (子ども)中心の抜本的な制度改革

◆ すべての必要な子どもに例外のない保育サービスの保障
・ 客観的な基準に基づき保育の必要性の認定 。地位の付与
・ 潜在的な需要を顕在化

◆ 市町村の責務の下、利用者と事業者の/At的保育契約
・ 利用者がサービスを選択可能な仕組み

◆ 利用 者 に対する必要な費用保障
・ 利用者に対し、一定の利用者負担の下、必要な費用を保障

受領)

◆ 市町村の責務の明確化         :
・ 例外のない公的保育サービスの保障責務、質の確保された公的保育サービスの

提供責務、適切なサービスが確実に受けられるような利用者支援、保育サービス費用
の支払い義務、の明確化

◆ サービスメニューの多様化
。 家庭的保育、小規模サービス、短時間利用者向けサービス、早朝・夜間等保育

サービス、事業所内保育サービス等多様なサービス類型を創設
。 それぞれの類型ごとに事業者を指定し、指定事業者がサすビスを提供

◆ イコールフッティングによる多様な事業者の参入の促進
・ヽ 客観的基準による指定制の導入
・ 施設整備費 (初期投資費用)の在り方、運営費の使途範囲、配当、会計基準に

ついての一定のルール化                        ‐

・ NPO等による家庭的保育、小規模サ∵ビス等の取組支援

◆ 放課後児童クラプの量的拡充と利用時間の延長

◆ サービスの質の向上

(事業者が代理して

■雇用の拡大
子育てサービス従事者増

の労働力増

■多様な子育て
サ■ビスの拡充

■所得の増

■将来の経済社会の
‐
担い手の増

１
０
１

多様な利用者ニーズ・潜在需要に対応したサービス量の拡充



月  日 ヒアリング対象

第 1回 3月 11日 (木 ) 【有識者】

○大日向 雅美 (恵泉女学園大学教授)

○駒村 康平 (慶応義塾大学教授)'

○無藤 隆 (白 梅学園大学教授)  ´

第 2回 3月 17日 (7K) 【有識者】

○秋田 喜代美

〇小西 砂千夫

【保護者関係】

○普光院 亜紀

(東京大学大学院教授 )

(関西学院大学大学院教授 )

(保育園を考える親の会代表 )

第 3回 3月 29日 (月 ) 【保育関係団体】

○全国私立保育園連盟

○全国保育協議会

○全国認定こども園協会

第 4回 4月  1日 (木 ) 【幼稚園関係団体】

○全日本私立幼稚園連合会

○全国国公立幼稚園長会  '
I放課後児童対策・地域子育て支援 (NPO)】
○全国学童保育連絡協議会             .
○子育てひろば全国連絡協議会 (奥山 千鶴子 理事長)

【民間保育事業者】

O(株 )」 Pホールディングス (山 口 洋 代表取締役)

第 5回 4月  7日 (7К ) 【保育関係団体】

○日本保育協会

【労使関係団体】

○日本経済団体連合会

○日本商工会議所

○日本労働組合総連合会

第 6回 4月 15日 (木 ) 【有識者】

○宮本 太郎 (北海道大学教授)

【地方関係団体】

○全国知事会

○全国市長会

○全国町村会

子ども・子育て新システム検討会議

作業グループ (ヒアリング)開催状況

平成 22年 4月 27日 現在
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作業グル…プ・ヒアリングの概要 (未定稿)

平成22年 4月 27日現在

く敬称略)。 く文責 :内閣府〉

【有識者】

Ｉ
“
一
‥

有識者名 幼保―体化等 サービス・給付体系 需u度体系 (国 と地方、財政等)

○秋田 喜代美

(東京大学大学院教授)

く幼保一体化>
○ 国際的な動向をみても、行政所管上の幼保一体化が増加傾向にあ

る。幼児教育の重視、保育の質の向上が統合の動きの背景にある

ほか、いずれの国においても、小学校以上のカリキュラムとの―

貫性・連続性がその射程に置かれている。

O幼 保のカリキュラムの統一化は進んでいるが、今後、子どものた

めの質的な保障を実現するために、人員の配置基準、施設基準、
合同研修等の実施、養成における資格併有が一居必要である。

O どの子どもも、ナショナルミニマムが連守された―定の質の保青

が、国や地域や家庭の格差なく保障されることが求められるが、

歴史的・地域的に培つてきた子育てや保育の文化が尊重されてい

くことが望まれる。

く保青の質の保障>
O待 機児童対策が質を下げる方向に向かつてはならない。 10年

後、26年後に悪影響を及ぼす。

O保 育の質の保障とは、養護と教育の不断の質の確保と改善過程に

ある。子どもの最善の利益を考慮し、子どものくらし、遊び、学

びの質を保障することである。これは、経済格差による子どもヘ

の影響の是正にもつながる。
Oそ のためには、保青実施のための施設等の最低基準の保障、保育

者の高度専門性の育成、ナショナルカリキュラムの連守、国の自

立的自己評価により、一定以上の養護と教育の質的保ptを 行う公

的な統合システム形成が必要。

く国と地方の役lJ薔>
○ 教育と保育は、国が責任をもつて最低基準を設定するこ

とが重要であり、OECDの 中でも国が子どもに責任を

もたずに地方に完全に任せているところはない。

O 「幼児期」だけを切り離して議論するのではなく、18歳

までの子どもという連続性と連携の視点が重要である。

O大 日向 雅美

(恵泉女学園大学教授)

く子ども家鷹省 (偏称)>
0 「子ども家庭省 (仮称)」 については、福祉の問題全体、社会保

障全体の問題、労働政策全体の問題から考えていく必要があるの

ではないか。

く幼児教育の意機等>
0 0ECD各 国とも、幼児期の教育・保育に投資をしており、就学

前の教育保育が子どもの生涯にわたる人間形成の基礎となるこ

とを踏まえ、親の多様な生活スタイルのニーズに応えることを前

提としつつ、子どもの観点に立って、より良い子どもの育ちを保

障しようとする努力が必要。
0養 育力の低い家庭の子どもには、質の良い保育を提供すること

で、格差を是正し、発達の補完することが可能。

く保青の質の保障>
0保 育の量を拡大することは喫緊の課題であるが、質の担保を前提

とする必要があり、安易な規制緩和は日本の未来を危うくする。

O子 どもの貧困が問題となつている日本において、質のよい保育の

提供は、発達の補完の意味からも大切。

O保 育の質とは、保青者の応答性であり、大人の良い働きかけが子

どもの育ちに良い影響を与える。したがつて、職員百己置の向上、

保育士等の処遇の向上、専門性の向上が必要である。

く日と地方の役11>           、

0子 どもの発達保障に関して、国および市町村がしっかリ
関与し、「未来への投資」として、公的責任を果たすこと
が肝要である。

く子育て支燿策書の
=要

性>          _
0 ビジョンにあるように、①社会全体で子育てを支えると

いうこと、②仕事と生活の調和が図られることにより、
出生率の向上と女性の労働力向上による経済成長を同時
に達成することが重要課題。

O女 性の労働者が安心して働きつづけるためにも、保育制
度改革が必要。

O働 き方の多様化に対応したサービスの多様化が必要であ
り、市町村の責務の下での利用者と事業者の公的保青契
約、清在需要も含め保育を必要とするすべての子どもに

例外のない公的保育を保障する必要がある。そのために
国・市町村の公的責任により良質な保育を提供してほし
い。そのために、保育改革をはじめ、現物給付に財源を
重点的に投入すべき。

〇小西 砂千夫

(関西学院大学大学院教授)

く子ども・子百て菫薫の賢異強化>
O子 育て支援サービスのための制度を大胆に改革し、利用者へ例外

なくサービスを保障する、サービス選択可能な仕組み、事業者の

参入促進などの基本的方向性については賛同する。
0次 代の社会を担う子ども1人 ひとりの育ちを社会全体で応援す

る「子育て社会イヒ」や、多様な保育サービスを基礎的自治体が担
うという方向性は重要。

く地侍彙権と保青サービス>
0 「地域主権」の観点からは、全国―律で裁量の余地のな

い現金給付的なものは国が負担し、地域のニーズに応じ
た提供がなされるべき現物給付的なものは、主として地
方の負担とする考え方が基本となる。

O地 方が行うべきサ=ビスは、義務付け。枠付け等の縛リ
を廃し、地方がそれぞれの地域のニーズに的確に対応で

きるようにすることが、地域主権改革の方向性に適うも
a)。

O私 立保育所の運営費国庫負担を一般財源化 (地方財政計

画の歳出にきちんと位置付ける)し 、保育所の運営・設
備基準についても地方が決定できるように緩和し、国の

関与は事後的なチェック (ク オリティ・コントロール)

で対応する方向が望ましい。
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【有識者】

有識者名 幼保―体化韓 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方. 財政書)

O駒村 康平

(慶応義塾大学教授)

くコ 保― 椰 16専
'0 「一 人働 き社会」 か ら「 共働 き社会」 への移 行 への対 応 と して 、

現在は棲み分けしている保育所と幼稚国のミスマッチを解消し、
「幼保―体化」を図ることが重要である。

O育 児休業と保育サービスとの連携を進めるとともに、幼保を一体
化し、3歳未満は要保育度に応じて保育サービス利用と幼稚国参
入、3-5歳 は保育所か午後の保育サービス付き幼稚園を選択す
る仕組を提案する。

く新しい社会システム>
0効 率 (成長)と 公平 (再配分)を 同時に高める政策を行うことが

必要であり、「保育制度改革 (待機児童解消)」 「教育政策 (就学
前教育)」「労働政策 (両立支援策)」「所得保障政策 (子 ども手当)」

とをバランスよく進めることが必要である。
O保 育サービスについて、「規制緩和を行い市場メカニズムにゆだ

ねればよい」との主張については、情報の不完全性やサービスの

質 (アウトプット)が測定できない現状では成り立たない。一定
の公的コントロール下で多様なメニューを導入し、多様な主体の

参入をみとめる「準市場メカニズム (契約・選択・参入)」 が必
要。

く国と地方の役11>
O 「保育サービスは地方に委ねるべき」との主張について

は、保育サービスと労働政策との連携、社会保障制度を
持続可能にする人口問題という長期の国家戦略という観
点から問題がある。国は、市町村に保育サービスの充実
のために確実に使われる財源 (「子ども」の「色」のつい

た財政支援)を保障することが必要。

O特 別の「基金」をつくつて、企業負担、労働者の負担、

国、地方の負担を入れて、個人には育児体業もしくは保
育サービスを選択してもらい、自治体にはその他の子育
て支援サービスと現金給付とを選択してもらうような仕
組がよいのではないか^

O宮本 太郎

(北海道大学教授)

く幼保一体化等>
Oス ウエーデンでは就学前教育の重要性が浮上し、1996年 に保

育を教育庁の所管 (幼保―元化)と したが、その主体は「自治体」
であることに留意すべきである。

く子ども家魔管 く偏称)>
0切 れ目ない生涯教育の工台としての就学前教育という位置づけ

から見ると、「子ども家庭省 (仮称)」 という括り方は、幼保―元
化をスムーズに進めるかもしれないが、生涯教育という観点から
は切れ目が生じてしまうしわが国では一方通行型教育の見直しを
まず進めるべき。

く就学前教育の意義>
0就 学前教育は、知識社会への対応、高齢社会への対応、格差社会

への対応、共同参画社会への対応、孤立社会 (無縁社会)への対
応などの観点から重要である。

く保育制度改革善>
O就 学前教育のユニバーサル化の流れを踏まえれば、「保育に欠く」

要件は見直されるべき。
Oス ウェーデンでは行政が,律 的な基準の保育・教育サービスを行

い、保護者の多様なニーズに応える形で協同組合等の「新しい公
共」部門が保育 ,教育サービスを行つているが、費用や公的負担
についてはイコールフッティングとなつている。

くわが日の家族政策>
○ わが国の家族政策は、雇用を軸とした生活保障という面

では間違つていなかったが、男性雇用志向に偏つてきた
ため、子ども・子育て支援が私的な問題として扱われる
傾向が強かつた。

O子 ども手当は、保育サービス・就労支援サービスと併せ
てバランスよく提供されなければ、わが国は男性層用志
向型かつ雇用保障への政府関与が弱い「一般家族支援型
システム」(l日 ドイッ型)へ近づいてしまう。

O家 族政策への支出が大きく、有償労働の女性への開放度
の高いスウェーデン型の「両性支援型システム」を前提
に就学前教育の充実をするべきではないか。

O両 性支援型システムにおける「子ども中心の社会的投資
戦略」はむしろ家族の結びつきを強める。      |

Oス ウエーデンで高福祉、高負担が成り立つのは、サービ
スが納税の主体である中間層が納得できるに足りる所得
比例保障であるため。子どもを持つには働いてある程度
の収入の保障を得ることが必要となり、結果として女性
の社会進出を促すことにもつながっている。

O無藤 隆

(白梅学園大学教授)

く幼保―体化>
O 「幼保一体4ヒ」は3つの意味で必要である。①地域の子どもとし

て生活をともにする場が必要であること、②小学校への連携・接
続が求められていること、③就国前の段階から保護者への支援が
はじまること。

O幼 保一体化の試行としての認定こども国は、幼保の伝統は互いに
異なるものの、新たな統合的な保育の在り方が生まれてきてお
り、保護者の評判も高い。この取組みを全国展開していく必要が
あるが、会計処理等の簡便化や利用者負担の公平、補助の在り方
などの課題がある。

く保青の質と幼児教育の意義>
O保 育サービスの質は、養護と教育の 2つの面で確保されるべきで

あり、専門性の高い保育者が必要である。         '
O幼 児教育施設は、一定水準の幼児期の教育を確保することによっ

て、家庭教育の格差を補うものとして意義がある。
04ヽ学校教育の基盤をつくる上で、幼児教育は重要であり、小学校
: 教育との連携が必要である。



【保護者関係】

有講者名 幼保―体化響 サービス・給付体案 制度体系 (国 と地方も財政等)

○普光院 亜紀

(保育園を考える親の会代表)

くJO保―椰化唇>
0認 定こども国については、看板だけで質を担保する仕組がなにも

ないものもある。一人ひとりの子どもや家FEの 状況が違い、暮ら
しも価値観も多様化している中で、多様なニーズに応えることこ

そ必要でありヽ 何のための「一体化」なのかということを明碑に
する必要がある。

O 「一体化」の姿というものはt決 してどこの施設でも全く同じこ

とをやるということではなく、幼稚園的な保青もあれば、保育所

的な保育もある。保育所と幼稚国は、異なる二=ズに対応して異
なる役割を担つてきたところであり、保育所・幼稚国のそれぞれ
の良さを失わせない仕組が必要。無理やリー体化すべきではな
い .

く保育所機出の意薔>
O子 どものセーフティネットとしての福祉ニーズに対応する保育

所機能は地域にくまなく存在する必要がある。在宅子育て支援機
能は、幼保の取組み支援のほか、多様な担い手も支える必要があ
る。就学前教育においては、子どもの平等を確保する必要がある。

O保 青制度改革については、「応益負担」では中間所得層の負担が

重くなるおそれがある。「指定制」はビル保育の激増につながリ

かねない。営利制限や人材確保の仕組み、情報開示が必要。

く財源の確保>
O待 機児童対策は、面積基準緩和などの小手先の対策では

なく、子どもにとつて望ましい環境 (子 どもの権利条約)

を増やす対策が必要であり、そのためには財源の確保(施

設整備・運営費)力t必要。
O保 育所運営費の一般財源化は、待機児童対策にもマイナ

スの影響がある。
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【保育関係団体】

団体名 幼保一体化薔 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方、財政籍)

O全国私立保育園協会
く幼保一体化薔>
O ttL幼児期からの子どもの発達の切れ目のない連続性を保障 (3歳

以上と3歳未満で分離すべきではない)する新たな保育・子育て
システムと「幼・保一体化」が求められる。

O 「幼保一体化」構想については、①すべての子どもを対象とし、
差別・区別が生ずる制度設計ではならないこと、②行政の―体化
が必要であること、③保育と教育にはすでに確立された“共通性"

があること、に留意が必要である。
Oナ ショナルミニマムや基準を差別化しない形で常1度 設計した上

でなら、多様な選択肢や、幼稚園・保育所のそれぞれの伝統をも
ったやり方があってよい。

く保青僣鷹改革>
O児 童福祉法に基づき、すべての子どもと家庭が「いつでも、どこ

でも、だれでも」受けられるより豊かな子育て支援と保育・教育
政策の確立が重要である。

O保 育・福祉事業への「企業の過度の参入」による市場原理・市場
競争の行き過ぎと利益優先型の事業の拡大や格差を広げる制度
設計は避けるべき。

O児 童権利条約に定められる「子どもの最善の利益」IF沿 つた保育
と「環境及び質」の向上に努めることが必要である。

く口と地方の役書J薔>                :
0児 童福祉法を尊重し、国と市町村の役割と責任を明確に

した制度とすることが求められる。
O将 来に向けて、「国・自治体・事業主・保護者」の社会全

体で子どもの育ちと子育てを支える新たな財源制度の確
立が必要である。

O 「生命と育ち」「保育と教育」を保障する児童福祉施設最
低基準 (ナ ショナルミニマム)を国・市町村において連
守することが必要である。

O家 庭的保育、一時保育、地域子育て支援拠点、育児休業
手当の充実をはじめとしたヮーク・ライフ・パランスの
推進を総合的に進めることが必要である.

O全国保育協議会
く幼保一体化>
0 「幼保一体化」とは何を意味するのかを明確にするとともに、保

育所と幼稚国の各鮨1度の特性と役割、運営実態を検証して、慎重
に議論する必要がある。               ヽ

O子 どもが育ち生活する場は多様であり、機能に応じて様々な施設
があつて良い。

く保青制度改革薔>
O新 たな保育制度においては、利用者・事業者・地方自治体、三者

の「公的保育契約」の位置付けと法的根拠を明らかにする必要が

ある。
O r指定制」の仕組と事業主体の属性などによる規制を明らかにす

る必要がある。

O新 たな保育常1度 の運営費等の使途と制限を明らかにする必要が
あり、株式会社が配当することには反対。

O児 童福祉施設である認可保育所の社会的使命、役割 (養護と教育、
保護者支援、地域子育て支援)を明らかにする必要がある。

O 「食べることは生きること」であり、健康と育ちを守る保青所に
おける食育の重要性を認識すべきである(給食の外部搬入につい
ては反対).

く日と地方の役書J>
O安 心と成長という視点から、国がその責任のもとに新た

な保育・子育て家庭福祉政策の確立を図り、そのための
財源を確保することが必要である。

O新 たな保育・子育て家庭福祉制度における地方自治体の
実施責務を明らかにすべきである。

0日本保育協会
く幼保―体化>
○ 幼保一体化については、幼稚回及び保育所の両市1度 を核としなが

ら、まずは現行の認定こども国制度の改善を含めて制度改革を図
るべきであり、一律的に一元化することは、逆に利用者のニーズ

に応えられない。また、3歳未満は保育所で、3歳以上を幼稚園
でというのは乱暴な議論である。

O 「幼保一体化」の中身は何なのか、不明な部分が多く判断できな
い。また、幼稚国で0-2歳児を受け入れることができるのか疑
間である。

く保 百覇 E醸革 響 >                 :
O保 育所は福祉施設として、家庭に代わる子どもの生活と学びの場

であり、この視点は維持すべきである。そのため、市町村が関与
した入PJIの しくみとし、公定価格が必要であり、競争原理が働く
仕組みは適当ではない。

O保 育所は地域のすべての子育て家庭を支援する役割・機能を充実
強化し、子どもにも保護者にも使いやすい仕組みになつていくこ
とが大事である。

0世 界の中で最低レベルの保育所最低基準を引き上げることが必
要́。また、待機児童解消のみを目的とした指定制の導入は保育の

質の低下につながるものである:

O保 育の質の向上のためには、保育士の配置基準と処遇の改善が必
要である_

く財源の確保善>
O子 ども ,子育て新システムの構築に当たつては、国及び

地方公共団体の責任の強化が必要であり、保育所の待機
児童の解消のために、国及び地方公共団体が大幅に財源
を投入し、保育所の整備を促進すべきである。その財源
は社会全体で費用負担する形で確保する。

O保 育所運営費の一般財源化に1ま 反対。
O就 学前の子どもの教育・保育については、都市部では待

機児童の解消、地方では少子化による子どもの減少への
対応と、地域に応じた取組が求められるため、柔軟な対
応を可能とすることが求められる。



【保育関係団体】
団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 《日と地方、財政等)

0全国認定こども園協会
く露定ことも国>
O 「認定こども国」は、幼稚国機能、保育所機能、子育て支援機能

の3つの機能を総合的に生かしていける施設である。

O各 地域で好事例となる取組みが行われているが、会計基準の違
い、法人制度の違い、財政措置の違い、地方行政所管の違い、最

低基準の違いなどの現行制度上の運用ラインの限界 (二重行政の

歪み)もある。財政的支援の不足が普及していない大きな要因で

ある。

Oす べての子どもたち (保育所、幼稚国、長時間、短時間、狭間に
‐

いる子供たち等)の最善の利益のために、ユニバーサル・サービ
スとワンストップ・サービスを目指し、子どもの教育、保育、生

活の質を確保する必要がある。

O子 ども環境 (家庭・地域社会)機能の再年・回復が必要であり、

地域の活性4し 、地域の質を高めていくことがこれからの課題であ
る。
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【幼稚国関係団体】

団体名 幼保…体化等 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方、財政等)

0全 日本私立幼稚園連合会
く働保―体化等>
O私 立幼稚国が「認定こども国」の申請をしても市町村窓口で受け

付けられなかつたり、補助を受けられないなどの課題がある。
O私 立幼稚国は、待機児童解消のために、その施設を開放する用意

があるが、地域の実情や、保護者の要請などに応じた柔軟な制度

設計が必要であり、全国―律に制度を統一すべきではない。

O幼 稚国の「地域の子育て・教育」のセンターとしての機能が黛さ
れることがあつてはならず、幼稚園と小学校との連続にも留意す
べきである。

く幼児教育の意霧>
O すべての子どもには良質な教育を受ける権利があり、教育に軸足

を置いた国家戦略として、子どもにとつて豊かな環境を保証すべ

き。また、子育てを通じて親が成長する。
O 国家戦略として、OECD諸国並みの教育投資が重要である。

O 「幼児教育」の基本部分 (コ ア)は 、3歳児から5歳児までの 1

日4時間程度を標準として、すべての子どもに幼稚園教育要領に

準拠した教育が実施されなければならない。

O保 育に欠ける場合であつても8時間を限度とし、制度としての
「教育・保育」「子育て」「就労支援」をあらためて整理し、公平
な助成制度を確立する必要がある。

0全国国公立幼稚園長会
く幼保一体化薔>
O幼 保一体化については、地域によつて幼稚国・保育所の設置状況

が異なることを踏まえて、認定こども国 (と くに幼保連携型)に
おいて保育及び教育を充実する必要がある。

O 多様化する幼児教育施設の中で、幼稚園・保育所・認定こども国
いずれの施設でも確実に教育が行われるような仕組とし、保護者
が選択できることが重要。

O 「′卜¬問題」に対応し、幼児教育と小学校教育の接続が重要であ

る。

く幼児数百の重覇>
O 「幼児教育」は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもの

であり、3歳からの集団の中での豊かな学びと、専門性の高い教

員が必要。

O子 育ての現状は、地域格差、経済格差、子どもの育ちの危機、子
育てに悩む母親の増加、保護者の学びの機会の欠如などの課題が

あるが、次代を担う人づくりの根本的な対策として、子どもの育

ちの視点から考える必要がある。

O幼 稚園、保青所に通う親子には様々な考え方や価値観があるが、

子育て家庭が地域社会づくりにかかわっていくことが重要であ
ス _



【散課後児童対策・地域子育て支援 (NPO)】
団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 (国と地方、財政等)

O全国学童保育連絡協議会
く学菫保青の意義>
O 「学量保育」は、共働き・ひとり親家庭の小学生 (主に低学年)

の子どもたちに、家庭に代わる「毎日の生活の場」を保障する施

設であり、「毎日の継続した生活保障」と「安全で安心できる生
活の保障 (指導員と子ども、子ども同士の継続した人間関係)」

が必要である。     、
く学

=保
育の充実>

0 「学童保育」に関する市町村の実施責任を強化すると同時に、最
低基準をつくり、その基準に沿つて質的向上が図られるよう、国
としての財政措置をしっかり行うことが、「量的」「質的」な拡充
につながる。

0 とりわけ、指導員が安心して働き続けられ、安定的に確保される
ためには、公的な資格制度を倉1設 し、養成機関を整備することが

必要である。
O 「生活の拠点」と「遊び場・居場所」を区別する観点から、全児

童対策事業との一体的運営には反対する。

〇子育てひろば全国連絡協議会
(奥山 千鶴子 理事長)

く地域の子育て支経の意義>
0 3歳未満の子どもたちのサポートは、親も入れた家庭支援という

考え方が重要である。他方、3歳以上は、幼稚園・保育所を軸と
した基本 8時間保育、学びの場と養育の場の実現を目指すじ

0親 が働いていない家庭であつても、家庭内ケアには限界があるた
め、=定のサービスの提供が必要である。

O子 ども・家庭施策の政策目的は、「①子どもの健やかな育ち」「②
親 のエ ンパ ワー メン トIЮ 両立支 援 lЮ 地域 力の 向上 l.

く子育て支援常1度 のあり方>          =
O lt域 子育て支援については、地域事情に応じたサービス

の11出 と提供が可能な「子育て支援NPO」 などを活用
すべきである。

O フランスの「家族手当金庫」のように、子育て家庭や支
援団体、企業など多様な関係者が参画し、議論する場が
必要である。
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【民間保育事業者】
団体名

′
幼保…体化籍 サービス・給付体系 制度体系 (口と地方s 財政書)

0(株 )」 Pホールディングス
(山 口 洋 代表取締役)

く保爾田
=改

革と民間参ス>
O保 青サ‐ビスヘの「多様な経営主体の参入」により、多様な保育

ニーズヘの対応が可能になるとともに、大規模な組織をもつ株式
会社などの資源を活用することにより、スピー ド感のある拡充が

可能となる。
Oま た、大規模な事業体の参入により、研修ジステムや福利厚生に

よる職員の質の向上や処遇向上が可能となるb

O保 育サービスヘの参入障壁としては、「①地方自治体による差別

的な取扱い (既得権益団体などの圧力)」「②唯会福祉会計の事務
労力」「③株式会社が配当を制限される場合がある」「④運営費の
使途制限があり余剰金が活用できない1等の誤題がある。

く地方の役11等>
O 「地方分権」はよいが、地方の利権を残したままでは改

善しない。
0既 存の認可外保育施設に対して公費を投入し、質の向上

を図ることにより、待機児童を解消することができる。
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【労使関係団体】

団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 (国 と地方、財政等)

O日本経済団体連合会
く幼保―体化>            .
0 「幼保一体4ヒ」についてはt幼稚園・保青FJIのそれぞれの基盤の

上に保育・教育機能を付加し、教育と保育を一体的に推進するこ

ととし、まずは認定こども回設置拡大に向け、手続きや運営費補
助などの普及阻害要因を解消すべきである。

O 「一体化Jが必要な根拠や財源についての議論が不足しているの

ではないか。

く保爾憫麿改革吾>
0 多様で柔軟なサービスの拡充に向け保育分野における株式会社

やNPOの参入を促進。初期投資の負担軽減を行うとともに、社

会福祉法人会計による財務規制、事実上の配当規市1等 を撤廃すべ

きである。                      i
O保 育士資格制度の見直し、新卒に限らない有資格者の掘り起こ

し、無資格でも経験者を活用するなど、保育の担い手を確保すべ

きである」

く子育て支援薔ヨ度のあり方>
0国 、地方、労使団体、保育利用者等が参画する「子育て

会議 (仮称)」 を内閣府に設置し、子育て支援関連予算の
「みえる化」を図るとともに、重点施策や予算編成の基

 ́ 本方針を策定し、執行状況を確認する仕組みを提案する。

O基 金方式については、それを管理する組織も必要となり、

行政のRE大化を招くこととならないかという懸念があ
る。

く財源等>
O経 済活力を維持しつつ、子育て支援や社会保障の持続可

能性を確保するには、全国民で支える消費税を中心に安
定財源を確保すべきである。

O保 育サービスは公費対応が基本。企業が一定負担するに
は①拠出目的と給付内容の整合性が図られること、②給
付の規模、対象、内容への意見反映が可能であること、

③拠出の規模、仕組み、中長期の負担見通しが萌らかで

あることが必要不可欠である。

O 「地域主権」改革の流れと整合性を図りながら、地方自
治体に確実に予算を配分し、地域実情にあわせて倉1意エ
夫できる仕組みが必要である。

0日 本商工会議所
く幼保一体化>
○ 幼保―元化 (保育士と幼稚園教諭の市1度 を含む)を推進するとと

もに、待機児童対策に幼稚国の資源を活用する。認定こども国は

経過的であり、将来的には幼保一元4ヒ をすべき。

く保育籠鷹改革害>
O… 時預かり等の多様な保育ニーズに対応し、すべての子育て世帯

が保育サービスを受けられるよう、「保育に欠ける要件」の見直
し (廃止)をする。

O地 域の実情に応じて子育て世帯のニーズが解決できるように、地

方自治体へ権限移譲をするとともに、新規参入や既存事業者のサ
ービス拡充を妨げないよう、認可の客観化、規制緩和をあわせて

行う。

く財源の確保害>
0少 子化対策予算を対GDP比 2%程度まで増額すること

が必要。その際、現金給付よりは保育所整備などのサー
ビス拡充に予算を優先配分すべきである。

O現 行の事業主負担を財源とする児童育成事業費は①給付
と負担の対応がとれていない、②給付に対する考え方が
不明瞭、③事業主との協議の場がないなどの問題がある
とともに、日本企業の7割は各種手当を支給して子育て

世帯の従業員を支援しているところである。これ以上の

事業主負担を求めるべきではない。

O日本労働組合総連合会
く幼保一体化>
O 「幼保一体化」についてはヽ当面は認定こども国、とりわけ幼保

連携型の普及環境の整備が現実的ではないか。

く子ども家庭管 (偏称)>   .
0安 定財源の確保と財源の統合により、子ども・子育て政策を総合

化・体系化する必要がある。将来的には「子ども家庭省 (仮称)」

を展望する。

く保青制度改革書>
O 「保育が必要な」子どもに例外なく保育サービスの利用を保障

し、市区町村の実施責務を法制度上明示することが必要。

0人 材不足改善のためにも保育士の処遇改善が必要。運営費の使途

制限は人材確保とサービスの質の向上に不可欠。

O放 課後児童クラブについては、事業の位置付け .基準を検討し、

早急に制度化するべき。また、指導員の待遇改善と人材確保等の

ために必要な手当てをすべき。

く子育て支援制度のあり方>
0財 源の統合、ステークホルダー参画による総合的な政策

プロセスヘの関与を前提とし、国が最低基準を定め、安
定的財源を保障し、市区町村においてその財源が確実に
子ども・子育てサービスに回る仕組みが必要 (「子育て基
金 (仮称)」 構想)。

く規物サービスの重要性>
0 日本はOECD諸 国の中でも、子ども・子育で支援費用

の対GDP費が少ない。OECD並の対GDp比 率に引
き上げていくべき。

O一 般財源化は、子ども・子育てにかかる財源が地域にお
ける子ども・子育て施策に使われているか不透明になる。

O子 ども手当は国庫負担を基本とすべきであるが、少なく
とも児童手当の事業主拠出分程度は維持すべき。また、
現物給付と現金給付のバランスをとり、当面は基盤整備
存僣先すべき_
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【地方関係団体】

団体名 幼保―体化等 サービス・給付体系 制度体系 (口 と地方s財政磐)

O全国知事会
く幼保―体化>
O幼 保一体化の検討にあたっては以下の3つの視点が重要である。
・ わが国の将来を見据えた教育のあり方からの検討。
・ 低年齢児から放課後児童対策までの途切れのない支援を行う

観点。
・ 経済効率からではなく、子どもの立場に立った検討。

く子どもま鷹管 (偏称)>
O子 ども関連施策を総合的・―元的に行う省庁の設置が必要。一部

都道府県 (秋 田県・高知県等)では既に幼保の一元的所管を行つ
ているところがある。

く保百爾暦百革薔>
O保 育、幼児教育については、基礎的自治体を実施主体とすること

が適当であるが、都道府県の役割等についても議論 していきた
い 。

く子ども手当について>
O全 国―律で行う現金給付については国でその財源を負担

すべきであり、保育のようなサービスは地方が創意工夫
により取り組む仕組みとすべき。

O現 金給付と現物給付のパランスが必要であるほか、国の

責任において必要な財源の確保を図るべき:

く子育て支援書lEOあ り方>
O フランスの家族手当金庫のようなものをつくつても、信

標性を保てるのか疑間である。′

0全国市長会
く幼保―体化>
0市 立のこども国が認定を受けないのは、認定をうけることのメリ

ットがないため。常I度を広げていくならば、財源等のメリットが
ある制度にすることが必要t

O こども国化しても幼稚国と保育所の利用料の違い、預かり時間の

長短の差など、幼保の制度の違いによる問題は依然として解消さ
れていない。

く子ども家鷹告 〈偏称)>
O生 涯学習の業がりを断絶しない横軸的な対応として、就学前の時

期についてはすべて「子ども家庭省 (仮称)」 が所管するなどの
形がとれないか^

く保青制度改革書>
O保 育所の待機児童の問題については:幼稚国における児童の受け

入れを「2歳以上」とすることにより効果的な解決策がとれるの
ではないか。

く国と地方の役11等>
O地 方分権にあたり、幼稚回・保育所の許認可権を地方 (市

町村)に移すべき。保育、幼児教育については、基礎的
自治体に任せてもらえれば、都道府県の関与は必要ない
のではないか。

O基 金方式については、財源についての懸念がある。
く子ども手当について>
O子 ども手当については、保育料・給食費等の滞納分を市

町村において相殺できる市1度としてほしい。

O全国町村会
く幼保―体化>
O観 念的、理念的な「幼保一体化」ではなく、具体的な財政支援の

裏付けがなければ現実は動かないのではないか。
O幼 保一体化は大事だが、都市部では待機児童の問題、地方では少

子化による定員割れの問題がある。地域の実情に応じた柔軟な運
用ができる11度 にするべき。

く公立保育所の運営費>
O公 立保育所の運営費が一般財源化して交付金が減つた。財源的な

裏付けがなければ子どもたちのための教育・保育サービスの質が
確保できないのではないか。

く国と地方の役割書>
O保 育・幼児教育については基礎自治体に任せてもらえれ

ば都道府県の関与は必要ないのではないか。
O基 金方式については、市町村に設ける場合、町村には小

さな額しか入らず、不利になるのではないか。




